
９１ 
 

 

 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
提
出 

質

問

第

九

一

号 

       
 
 

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
接
種
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

井

出

庸

生 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
接
種
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

予
防
接
種
法
第
五
条
第
一
項
は
、
Ａ
類
疾
病
に
関
し
て
、
市
町
村
長
に
定
期
の
予
防
接
種
の
実
施
を
義
務
付
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
同
法
第
八
条
第
一
項
は
、
Ａ
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
し
て
、
市
町
村
長
が
対
象
者
に
「
勧
奨
」
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
厚
生
労
働
省
は
「
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
定
期
接
種
の
対
応
に
つ

い
て
（
勧
告
）
」
（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
健
発
〇
六
一
四
第
一
号
）
と
い
う
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
勧
告
（
以
下
「
本
件
勧
告
」
と
い
う
。
）
を
発
し
、
Ａ
類
疾
病
で
あ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
積
極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
る
よ
う
勧
告
を
行
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

予
防
接
種
法
第
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
Ａ
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
実
施
は
市
町
村
の
自
治
事
務
と
考
え
ら
れ

る
の
か
。 

二 

一
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
予
防
接
種
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
市
町
村
長
が
負
っ
て
い
る
義
務
で
あ
る
「
勧
奨
」
の

内
容
及
び
方
法
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
は
独
自
の
自
主
法
令
解
釈
権
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
か
。 

三 

予
防
接
種
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
市
町
村
長
が
負
っ
て
い
る
義
務
で
あ
る
「
勧
奨
」
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い
て
、



 

２ 

 

制
限
は
あ
る
の
か
。 

四 
本
件
勧
告
に
お
い
て
、
市
町
村
長
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
予
防
接
種
法
第
八
条
第
一
項
に
て
Ａ
類
疾
病
で
あ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ

ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
の
予
防
接
種
の
勧
奨
を
行
う
に
当
た
り
、
「
積
極
的
な
勧
奨
と

な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
」
と
い
う
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
と
い
う
理
解

で
よ
い
の
か
。
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
五
条
の
四
の
勧
告
の
意
味
と
併
せ
て
御
回
答
願
い
た
い
。 

五 

市
町
村
長
が
、
本
件
勧
告
に
反
し
て
、
予
防
接
種
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
Ａ
類
疾
病
で
あ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
て
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
の
予
防
接
種
を
積
極
的
に
勧
奨
し
た
と
し
て
も
、
当
該
具
体
的
な
勧
奨

措
置
の
内
容
は
、
当
該
市
町
村
の
裁
量
の
範
囲
内
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
か
。 

六 

市
町
村
長
が
、
本
件
勧
告
に
反
し
て
、
予
防
接
種
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
Ａ
類
疾
病
で
あ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
て
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
の
予
防
接
種
を
積
極
的
に
勧
奨
し
た
と
し
て
も
、
当
該
市
町
村
は
国
か

ら
是
正
の
勧
告
や
指
示
を
受
け
た
り
、
積
極
的
勧
奨
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
り
、
そ
の
他
予
算
措
置
上
を
含
み
何
か
し
ら
の
不

利
益
を
与
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。 

七 

市
町
村
に
よ
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
に
関
す
る
費
用
負
担
と
し
て
は
、
交
付
税
措
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解



 

３ 

 

で
よ
い
の
か
。
そ
の
割
合
は
何
割
か
。
ま
た
、
全
国
の
市
町
村
に
措
置
さ
れ
て
い
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
に
係
る

交
付
税
の
総
額
は
い
く
ら
な
の
か
。 

八 

市
町
村
長
が
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
を
一
切
実
施
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
は
予
防
接
種
法
第
五
条
第
一

項
に
違
反
し
て
、
違
法
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
か
。
そ
の
場
合
、
当
該
市
町
村
に
措
置
さ
れ
た
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク

チ
ン
の
定
期
接
種
に
係
る
交
付
税
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
把
握
し
て
い
る
の

か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


